
広報くろしお  №115　2015（平成27）年10月号澳

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
は
、
消
費
税

率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
所
得
の
低
い
方

へ
の
負
担
の
影
響
を
考
え
、
暫
定
的
・

臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、
支
給
さ
れ
る

給
付
金
で
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
平
成

２７
年
度
分
の
住
民
税（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
な
い
方
　

※
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
生
活
保
護
制

度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て
い
る
場
合

な
ど
は
対
象
外
。

◆
支
給
額

　
支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
６
千
円
 

◆
申
請
期
限
　
２
月
１
日（
月
）

　
※
当
日
消
印
有
効

◆
申
請
方
法

　
対
象
と
な
る
方
は
、
平
成

２７
年
１
月

１
日
時
点
で
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村

に
申
請
が
必
要
で
す
。

　
黒
潮
町
で
は
、
支
給
対
象
と
思
わ
れ

る
方
へ
の
申
請
案
内
を
８
月
下
旬
に
送

付
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
を
同
封
し
て

い
ま
す
の
で
、
申
請
期
間
内
に
役
場
担

当
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送

も
可
）。

◆
給
付
方
法

　
申
請
書
受
付
後
、
審
査
の
う
え
、
支

給
対
象
の
指
定
口
座
へ
随
時
振
り
込
み

ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

　
先
の
大
戦
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
追

悼
し
、
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、
黒
潮

町
戦
没
者
追
悼
式
を
行
い
ま
す
。

◆
日
時
　

１１
月
３
日（
祝
・
火
）

　
受
付
　
午
前
９
時
〜

　
式
典
　
午
前

１０
時
〜

◆
場
所
　
ふ
る
さ
と
総
合
セ
ン
タ
ー

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 
福
祉
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
課
直
通
）

　
皆
さ
ん
の
相
談
を
社
会
福
祉
協
議
会

相
談
員
、
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談

委
員
な
ど
が
受
け
る
相
談
所
を
開
き
ま

す
。
皆
さ
ん
の
心
の
負
担
が
少
し
で
も

軽
く
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
家
庭

で
の
心
配
ご
と
、
地
域
で
の
も
め
ご
と
、

人
権
侵
害
や
行
政
に
関
す
る
相
談
な
ど
、

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
相
談
の
秘
密
は
必
ず
守
り
、
料

金
は
無
料
で
す
。
安
心
し
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。

◆
開
催
日
時
・
場
所

・
１０
月

２０
日（
火
）午
前

１０
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
３
時

　
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー（
拳
ノ
川
）

・
１０
月

２３
日（
金
）午
前

１０
時
〜
正
午

　
馬
荷
老
人
憩
の
家

・
１０
月

２３
日（
金
）午
後
１
時
〜
３
時

　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー（
本
庁
前
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

　
高
知
県
動
物
愛
護
週
間
関
連
行
事
と

し
て
、
動
物
愛
護
の
つ
ど
い
を
、
左
記

の
日
程
に
よ
り
開
催
し
ま
す
。

◆
開
催
日
　

１０
月

１８
日（
日
）

◆
第
１
会
場

　
丸
の
内
緑
地

　
午
前

１０
時

３０
分
〜
午
後
３
時
　

・
ポ
ニ
ー
と
の
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ナ
ー

・
ペ
ッ
ト
の
し
つ
け
・
飼
育
相
談

・
獣
医
さ
ん
に
き
い
て
み
よ
う
！（
健

康
相
談
な
ど
）

・
ね
こ
の
譲
渡
会
　

◆
第
２
会
場

　
わ
ん
ぱ
ー
く
こ
う
ち
ア
ニ
マ
ル
ラ
ン
ド

　
午
前

１１
時

３０
分
〜
午
後
３
時

・
動
物
慰
霊
祭

・
動
物
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー（
先
着
２
０
０
名
）

◆
第
３
会
場
　

　
県
立
の
い
ち
動
物
公
園

　
午
前
９
時

３０
分
〜
午
後
５
時

　（
入
園
は
午
後
４
時
ま
で
）
　
　

・
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー（
先
着
３
０
０
名
）

・
ぬ
い
ぐ
る
み
の
パ
レ
ー
ド

・
ア
ニ
メ
上
映
会

◆
主
催

 
高
知
県
動
物
愛
護
推
進
協
議
会

○
お
問
い
合
わ
せ

 
黒
潮
町
役
場 

本
庁 

住
民
課

　
環
境
保
全
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

　
幡
多
福
祉
保
健
所 

食
品
・
衛
生
課

　
　
　
蕁
３
４
―
５
１
１
９（
課
直
通
）

　　
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
影
響
な
ど
を

踏
ま
え
子
育
て
世
帯
の
家
計
へ
の
負
担

を
減
ら
し
、
消
費
の
下
支
え
を
図
る
た

め
に
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

に
、「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、
忘
れ
ず

に
申
請
期
間
内
に
役
場
担
当
窓
口
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
も
可
）。

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

の
申
請
は
お
済
で
す
か
？

平
成
２７
年
度

黒
潮
町
戦
没
者
追
悼
式

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、

人
権
・
行
政
相
談
所
の
開
催

臨
時
福
祉
給
付
金
の
お
知
ら
せ

第
３４
回
動
物
愛
護
の
つ
ど
い


